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中間貯蔵施設に係る指針 

 

平成 26 年 12 月 

環境省水・大気環境局 

中間貯蔵施設チーム 

 

１．概要 

本指針は、これまでの中間貯蔵施設安全対策検討会、福島県中間貯蔵施設に関す

る専門家会議等における検討結果を基に、放射性物質汚染対処特別措置法（以下、

「法」という。）等既存施設に適用される規則等を参考にして、中間貯蔵施設にお

いて安全に貯蔵を行うために、構造上及び維持管理上必要と考えられる事項を取り

まとめたものである。本指針は、中間貯蔵施設全体に係る事項及び中間貯蔵施設を

構成する各施設（受入・分別施設、土壌貯蔵施設及び廃棄物貯蔵施設）に係る事項

から構成されており、各施設における搬入物の管理、施設の構造、維持管理等に適

用される1。 

なお、輸送については、法、法施行規則、除染関係ガイドライン、廃棄物関係ガ

イドラインの他、輸送基本計画及び輸送実施計画等に基づいて実施する。また、中

間貯蔵施設内に設置するストックヤードについては、法、法施行規則、除染関係ガ

イドライン、廃棄物関係ガイドライン等に基づいて実施するものとする。 

 

２．用語の定義 

中間貯蔵施設に係る指針において用いる用語の定義を以下に示す。 

 

用語 説明 

除去土壌 除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措

置に伴い生じた土壌（法第 2 条第 4 項） 

除去土壌等 除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物（法

第 31 条第１項） 

特定廃棄物 対策地域内廃棄物又は指定廃棄物（法第 20 条） 

（指定廃棄物） 水道施設、公共下水道・流域下水道、工業用水道施設、特定

一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設である焼却

施設及び集落排水施設から生じた廃棄物であって、当該施設の

管理者等の調査の結果に基づき、事故由来放射性物質による汚

染状態が環境省令で定める要件に適合しないものとして、環境

                                                   
1 除去土壌及び特定廃棄物の運搬（施設外）、仮置き並びに特定廃棄物の減容化（焼却）につい
ては、それぞれ放射性物質汚染対処特措法施行規則第 57 条（除去土壌収集運搬基準）、同規則
第 23 条（特定廃棄物収集運搬基準）、同規則第 24 条（特定廃棄物保管基準）、同規則第 58 条
（除去土壌保管基準）及び同規則第 25 条（特定廃棄物処分基準）において規定されているため、
それらに則って実施することとし、新たに指針を整備することはしないものとする。 
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大臣が指定するもの。また、これ以外の廃棄物であっても、そ

の廃棄物の占有者が調査した結果、環境省令で定める要件に適

合しないと思料される場合には、環境大臣に指定廃棄物として

指定することを申請することができる。（法第 16 条～第 18 

条） 

（対策地域内廃

棄物） 

汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物（当該廃棄物が、当該汚

染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては、当該搬出さ

れた廃棄物を含む。また、環境省令で定めるものを除く。）（法

第 13 条第 1 項） 

特定廃棄物等 特定廃棄物、特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物をいう（本

文第２条柱書及び第４条柱書参照）。 

中間貯蔵施設 

 

福島県の区域内において、放射性物質汚染対処特措法第 46

条に規定する汚染廃棄物等の処理を行うために設置される一

群の施設であって、「土壌貯蔵施設」、「廃棄物貯蔵施設」、「減

容化施設」、「受入・分別施設」、「管理棟」、「情報公開センター」、

「研究等施設」、「修景・緩衝緑地等」等から構成されるもの。 

（各）施設 中間貯蔵施設を構成する「土壌貯蔵施設」、「廃棄物貯蔵施

設」、「減容化施設」、「受入・分別施設」、「管理棟」、「情報公開

センター」「研究等施設」、「修景・緩衝緑地等」等の個々の施

設。 

設備 個々の施設を構成する機器、構造物。 

敷地 中間貯蔵施設を運営・管理するために取得した土地の範囲。 

貯蔵地 土壌貯蔵施設において、除去土壌及び特定廃棄物の保管を行

う場所。 

受入れ 仮置き場等から運搬してきた除去土壌及び廃棄物を、受入検

査等を経て、中間貯蔵施設で貯蔵するための工程に移す行為。 

分別 受入れた土壌及び廃棄物を、種類（材質）、放射能濃度、有

害物質の含有のおそれ等の特性により、分ける行為。 

貯蔵 受け入れた土壌及び廃棄物を、一定期間、安全に集中的に管

理・保管する行為。 

定置 貯蔵可能な形態となった廃棄物を、廃棄物貯蔵施設に配置す

る行為。 

埋立て 土壌貯蔵施設に、除去土壌等を貯蔵のために収容する行為。 

保有水 中間貯蔵施設において取り扱う除去土壌及び廃棄物が保有

している水。土壌貯蔵施設においては、貯蔵されている除去土

壌に含まれる水。 

保有水等 保有水及び雨水等。 
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放流水 水処理設備等の施設から排出される水。 

地表水 地表上の静水及び流水。 

浸出水 貯蔵されている除去土壌等を通過して浸出する水。 

開口部 土壌貯蔵施設の貯蔵地において、覆土等の措置が行われてお

らず除去土壌等が露出している範囲。 

 

３．本文  

（中間貯蔵施設の全体に係る指針） 

第１条 中間貯蔵施設の全体の管理の指針は、次のとおりとする。 

  一 …（※） 

（受入・分別施設に係る指針） 

第２条 特定廃棄物、特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物（以下、この条におい

て「特定廃棄物等」という。）並びに除去土壌の受入れ及び分別の指針は、次の

とおりとする。 

一 …（※） 

（土壌貯蔵施設（Ⅰ型）に係る指針） 

第３条 除去土壌（事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能

濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の

合計が八千ベクレル毎キログラム以下と認められるものに限る。以下この条にお

いて同じ。）の貯蔵の指針は、次のとおりとする。ただし、除去土壌のうち、有

機物を含有する等により公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのな

いものとして別途定める要件に該当すると認められないものについては、次条を

適用するものとする。 

一 …（※） 

（土壌貯蔵施設（Ⅱ型）に係る指針） 

第４条 特定廃棄物（事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射

能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度

の合計が十万ベクレル毎キログラム以下と認められ、かつ、雨水その他の水が浸

入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして別途定める

要件に該当すると認められるものに限る。以下この条において同じ。）、特定一般

廃棄物及び特定産業廃棄物（以下、この条において「特定廃棄物等」という。）

並びに除去土壌（第３条が適用される除去土壌を除く。以下この条において同

じ。）の貯蔵の指針は、次のとおりとする。なお、特定一般廃棄物及び特定産業

廃棄物の処理に当たっては、廃棄物処理法の処理基準も適用されるため、それら

を遵守するものとする。 

一 …（※） 

（廃棄物貯蔵施設に係る指針） 
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第５条 特定廃棄物（前条に規定する特定廃棄物を除く。以下この条において同

じ。）の貯蔵の指針は、次のとおりとする。 

  一 …（※） 

 

以上 

 

 

（※）３．については、上記の構成とするが、作業の都合上、上記各条文を参照条

文とともに横に並べて整理した以下表１で、当面調整を進めることとする。 
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表１ 中間貯蔵施設に係る指針(案) 
中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

第１条 中間貯蔵施設の全体の管
理の指針は、次のとおりとする。 

 

第２条 特定廃棄物、特定一般廃棄物
及び特定産業廃棄物（以下、この条
において「特定廃棄物等」という。）
並びに除去土壌の受入れ及び分別
の指針は、次のとおりとする。 

第３条 除去土壌（事故由来放射性物
質であるセシウム百三十四につい
ての放射能濃度及び事故由来放射
性物質であるセシウム百三十七に
ついての放射能濃度の合計が八千
ベクレル毎キログラム以下と認め
られるものに限る。以下この条にお
いて同じ。）の貯蔵の指針は、次の
とおりとする。ただし、除去土壌の
うち、有機物を含有する等により公
共の水域及び地下水の汚染を生じ
させるおそれのないものとして別
途定める要件に該当すると認めら
れないものについては、次条を適用
するものとする。 

 

第４条 特定廃棄物（事故由来放射性
物質であるセシウム百三十四につ
いての放射能濃度及び事故由来放
射性物質であるセシウム百三十七
についての放射能濃度の合計が十
万ベクレル毎キログラム以下と認
められ、かつ、雨水その他の水が浸
入した場合に溶出する事故由来放
射性物質の量が少ないものとして
別途定める要件に該当すると認め
られるものに限る。以下この条にお
いて同じ。）、特定一般廃棄物及び特
定産業廃棄物（以下、この条におい
て「特定廃棄物等」という。）並び
に除去土壌（第３条が適用される除
去土壌を除く。以下この条において
同じ。）の貯蔵の指針は、次のとお
りとする。なお、特定一般廃棄物及
び特定産業廃棄物の処理に当たっ
ては、廃棄物処理法の処理基準も適
用されるため、それらを遵守するも
のとする。 

第５条 特定廃棄物（前条に規定する
特定廃棄物を除く。以下この条にお
いて同じ。）の貯蔵の指針は、次の
とおりとする。 

特措法省令第 26 条の構成を基本と
する。 

 
【本欄の凡例】 
特  ：特措法施行規則 
※廃 ：一般廃棄物の最終処分場及

び産業廃棄物の最終処分
場に係る技術上の基準を
定める省令 

※二構：第二種廃棄物埋設施設の位
置、構造及び設備の基準に
関する規則 

※二埋：核燃料物質又は核燃料物質
によつて汚染された物の
第二種廃棄物埋設の事業
に関する規則 

－ 
一 除去土壌及び特定廃棄物等の受
入れ及び分別は、次のように行うこ
と。 

一 除去土壌の貯蔵は、次のように行
うこと。 

一 除去土壌又は特定廃棄物等の貯
蔵は、次のように行うこと。 

一 特定廃棄物の貯蔵は、次のように
行うこと。 

特 26①一 埋立処分は、次のように
行うこと。 

－ 

イ 除去土壌及び特定廃棄物等が飛
散し、及び流出しないようにするこ
と。 

イ 除去土壌が飛散し、及び流出しな
いようにすること。 

イ 除去土壌又は特定廃棄物等が飛
散し、及び流出しないようにするこ
と。 

イ 特定廃棄物が飛散及び流出しな
いように、あらかじめ、特定廃棄物
を損傷しにくい容器に収納するこ
と。 

ロ 特定廃棄物を収納する容器は、積
み上げられた場合において受ける
おそれのある荷重に耐える強度を
有すること。また、地震等による容
器の転倒を防止するために必要な
措置が講じられていること。 

 

特 26①一イ 特定廃棄物が飛散し、
及び流出しないようにすること。 

 
※廃 1四 埋め立てる一般廃棄物の
流出を防止するための擁壁、えん
堤その他の設備であって、次の用
件を満たすものが設けられてい
ること。 
イ 自重、土圧、水圧、波力、地
震力等に対して構造耐力上安
全であること。 

－ 

ロ 受入れ又は分別に伴う悪臭、騒音
又は振動によって生活環境の保全
上支障が生じないように必要な措
置を講ずること。 

ロ 貯蔵に伴う悪臭、騒音又は振動に
よって生活環境の保全上支障が生
じないように必要な措置を講ずる
こと。 

ロ 貯蔵に伴う悪臭、騒音又は振動に
よって生活環境の保全上支障が生
じないように必要な措置を講ずる
こと。 

ハ 貯蔵に伴う悪臭、騒音又は振動に
よって生活環境の保全上支障が生
じないように必要な措置を講ずる
こと。 

特 26①一ロ 埋立処分に伴う悪臭、
騒音又は振動によって生活環境
の保全上支障が生じないように
必要な措置を講ずること。 

一 敷地の周囲に、みだりに人が立
ち入るのを防止することができ
る囲いが設けられ、かつ、中間貯
蔵施設であることの表示がされ
ていること。 

ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、除
去土壌及び特定廃棄物等の受入れ
及び分別の場所であることの表示
がされている場所で行うこと。 

ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、除
去土壌の貯蔵の場所であることの
表示がされている場所で行うこと。 

ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、除
去土壌又は特定廃棄物等の貯蔵の
場所であることの表示がされてい
る場所で行うこと。 

 特 26①一ハ 周囲に囲いが設けら
れ、かつ、特定廃棄物の処分の場
所であることの表示がされてい
る場所で行うこと。 

 
 

－ － － － 

ニ 周囲に囲い（保管する特定廃棄物
の荷重が直接当該囲いにかかる構
造である場合にあっては、当該荷重
に対して構造耐力上安全であるも
のに限る。）が設けられていること。 

 
ホ 見やすい箇所に次に掲げる事項
を表示した掲示板が設けられてい

特 15 一 保管は、次に掲げる要件
を満たす場所で行うこと。 

イ 周囲に囲い（保管する指定廃棄
物の荷重が直接当該囲いにかか
る構造である場合にあっては、当
該荷重に対して構造耐力上安全
であるものに限る。）が設けられ
ていること。 
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

ること。 
（１） 指定廃棄物の保管の場所であ

る旨 
（２） 保管する指定廃棄物の種類

（当該指定廃棄物に次に掲げ
る指定廃棄物が含まれる場合
は、その旨を含む。） 

（イ）石綿が含まれている指定廃棄
物（（ロ）に規定する指定廃石
綿等を除く。）であって環境大
臣が定めるもの（以下「石綿含
有指定廃棄物」という。） 

（ロ）廃石綿（指定廃棄物であるも
のに限る。）及び石綿が含まれ、
又は付着している指定廃棄物
であって、飛散するおそれのあ
るものとして環境大臣が定め
るもの（以下「指定廃石綿等」
という。） 

（ハ）腐敗し、又はそのおそれのあ
る指定廃棄物（以下「腐敗性指
定廃棄物」という。） 

（ニ）ばいじん（指定廃棄物である
ものに限る。以下「指定ばいじ
ん」という。） 

（３） 緊急時における連絡先 
 

ロ 見やすい箇所に次に掲げる事
項を表示した掲示板が設けられ
ていること。 

（１） 指定廃棄物の保管の場所で
ある旨 

（２） 保管する指定廃棄物の種類
（当該指定廃棄物に次に掲
げる指定廃棄物が含まれる
場合は、その旨を含む。） 

（イ）石綿が含まれている指定廃
棄物（（ロ）に規定する指定
廃石綿等を除く。）であって
環境大臣が定めるもの（以下
「石綿含有指定廃棄物」とい
う。） 

（ロ）廃石綿（指定廃棄物である
ものに限る。）及び石綿が含
まれ、又は付着している指定
廃棄物であって、飛散するお
それのあるものとして環境
大臣が定めるもの（以下「指
定廃石綿等」という。） 

（ハ）腐敗し、又はそのおそれの
ある指定廃棄物（以下「腐敗
性指定廃棄物」という。） 

（ニ）ばいじん（指定廃棄物であ
るものに限る。以下「指定ば
いじん」という。） 

（３） 緊急時における連絡先 
（４） 屋外において指定廃棄物を

容器を用いずに保管する場
合にあっては、次号ロに規定
する高さのうち最高のもの 

－ 

ニ 施設は、自重、土圧、積載荷重、
地震力等に対して構造耐力上安全
であること。 

ニ 施設は、自重、土圧、積載荷重、
地震力等に対して構造耐力上安全
であること。なお、施設の法面勾配
については、「道路土工」に準拠し
たうえで上記の構造耐力上の安全
を確保するものとすること。 

ニ 施設は、自重、土圧、積載荷重、
地震力等に対して構造耐力上安全
であること。なお、施設の法面勾配
については、「道路土工」に準拠し
たうえで上記の構造耐力上の安全
を確保するものとすること。 

ヘ 施設は、鉄筋コンクリート構造物
とし、自重、土圧、積載荷重、地震
力等に対して構造耐力上安全であ
ること。また、設置する場所は強固
な支持力を有する地盤とすること 

※廃 1①四イ 自重、土圧、水圧、
波力、地震力等に対して構造耐力
上安全であること。 

 
「道路土工－切土工・斜面安定工指
針(平成 21年度版)」 

－ 

ホ 貯蔵物、地表水、地下水及び土壌
の性状に応じた有効な腐食防止の
ための措置が講じられていること。 

ホ 貯蔵物、地表水、地下水及び土壌
の性状に応じた有効な腐食防止の
ための措置が講じられていること。 

ホ 貯蔵物、地表水、地下水及び土壌
の性状に応じた有効な腐食防止の
ための措置が講じられていること。 

ト 貯蔵物、地表水、地下水及び土壌
の性状に応じた有効な腐食防止の
ための措置が講じられていること。 

※廃 1①四ロ 埋め立てる一般廃棄
物、地表水、地下水及び土壌の性
状に応じた有効な腐食防止のた
めの措置が講じられていること。 

－ 

ヘ 当該施設からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による
敷地周辺の線量を十分に低減でき
るよう、遮蔽その他適切な措置が講
じられていること。 

ヘ 当該施設からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による
敷地周辺の線量を十分に低減でき
るよう、遮蔽その他適切な措置が講
じられていること。 

ヘ 当該施設からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による
敷地周辺の線量を十分に低減でき
るよう、遮蔽その他適切な措置が講
じられていること。 

チ 当該施設からの直接ガンマ線及
びスカイシャインガンマ線による
敷地周辺の線量を十分に低減でき
るよう、遮蔽その他適切な措置が講
じられていること。 

※二構 8① 廃棄物埋設施設は、当
該廃棄物埋設施設からの直接ガ
ンマ線及びスカイシャインガン
マ線による事業所周辺の線量を
十分に低減できるよう、遮蔽その
他適切な措置を講じたものでな
ければならない。 

－ 

ト 当該施設からの搬出先となる土
壌貯蔵施設及び廃棄物貯蔵施設の
構造に応じ、除去土壌及び特定廃棄
物等を適切に分別することができ
る施設を設置すること。 

－ － － 

（参照規則等無し） 

 
チ 除去土壌又は特定廃棄物等を破
砕する場合には、破砕によって生ず

 
 

 
特 25④ 特定廃棄物を破砕する場
合には、破砕によって生ずる粉じ
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る粉じんの周囲への飛散を防止す
るため、建物の中に設けられた設備
を用いて破砕する等必要な措置を
講ずること。 

んの周囲への飛散防止するため、
建物の中に設けられた設備を用
いて破砕する等必要な措置を講
ずること 

－ － － 

ト 特定廃棄物等の貯蔵を行う場合
には、貯蔵地のうちの厚さ（敷設さ
れた土壌の層が二以上ある場合に
あっては、それらの層の合計の厚さ
とする。）がおおむね五十センチメ
ートル以上の土壌の層が敷設され
た場所において行うこと。 

－ 

特 26②二 公共の水域及び地下水
と遮断されている場所以外の場
所において特定廃棄物の埋立処
分を行う場合には、次によるこ
と。 

特 26②二イ 埋立地のうちの厚さ
（敷設された土壌の層が二以上
ある場合にあっては、それらの層
の合計の厚さとする。）がおおむ
ね五十センチメートル以上の土
壌の層が敷設された場所におい
て行うこと。 

－ － － 

チ 特定廃棄物等の貯蔵を行う場合
には、貯蔵地のうちの一定の場所に
おいて、かつ、特定廃棄物等が分散
しないように行うこと。 

－ 

特 26①一ホ 最終処分場のうちの
一定の場所において、かつ、特定
廃棄物が分散しないように行う
こと。 

－ － － － － 

特 26②二ロ 埋め立てる特定廃棄
物に雨水その他の水が浸入した
場合に溶出する事故由来放射性
物質の量を低減するため、あらか
じめ、当該特定廃棄物を環境大臣
が定める方法により固型化する
こと。ただし、次の（１）から（４）
までに掲げる特定廃棄物にあっ
ては、あらかじめ、当該（１）か
ら（４）までに定める措置を講じ
た後、当該方法により固型化する
こと。 

（１） 汚泥 焼却設備を用いて焼
却し、又は含水率八十五パー
セント以下にすること。 

（２） 廃油（タールピッチ類を除
く。） 焼却設備を用いて焼
却すること。 

（３） 廃プラスチック類（石綿含
有特定廃棄物を除く。） 中
空の状態でないように、破砕
し、若しくは切断し、又は焼
却設備を用いて焼却するこ
と。 

（４） ゴムくず 破砕し、若しく
は切断し、又は焼却設備を用
いて焼却すること。 

－ － － － － 

特 26②二ハ ロの規定による措置
が講じられた特定廃棄物が大気
中に飛散しないように、あらかじ
め、当該特定廃棄物を損傷しにく
い容器に収納すること。ただし、
特定廃石綿等にあっては、耐水性
の材料でこん包した後、損傷しに
くい容器に収納すること。 
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－ － － － － 

特 26②二ニ 特定廃棄物を埋め立
てる場所には、あらかじめ、環境
大臣が定めるところにより、遮水
の効力を有する土壌の層（以下
「不透水性土壌層」という。）を
敷設するとともに、特定廃棄物を
埋め立てた後、環境大臣が定める
ところにより、当該特定廃棄物の
表面及び側面に不透水性土壌層
を設けること。ただし、次に掲げ
る場合には、この限りでない。 

（１） 雨水が浸入しないように必
要な措置が講じられた場所で
埋立処分を行う場合 

（２） 埋め立てる特定廃棄物を、
放射能の減衰によって当該特
定廃棄物が基準適合特定廃棄
物に該当することとなるまで
の間当該特定廃棄物に雨水が
浸入することを防止するため
に必要な水密性、強度及び耐久
力を有する鉄筋コンクリート
その他の材質で造られた容器
に収納して埋め立てる場合 

－ － － 

リ 特定廃棄物等の貯蔵を行う場合
には、次に掲げる措置を講ずるこ
と。 

（１） 次の（イ）から（ヘ）に掲げ
る特定廃棄物等にあっては、あら
かじめ、当該（イ）から（ヘ）に
定める措置を講ずること。 

（イ） 汚泥 焼却設備を用いて焼
却し、又は含水率八十五パーセ
ント以下にすること。 

（ロ）腐敗し、若しくはそのおそれ
のある特定廃棄物等（有機性の
汚泥を除く。）又は廃油（ター
ルピッチ類を除く。） 焼却設
備を用いて焼却すること。 

（ハ）廃プラスチック類（石綿含有
特定廃棄物を除く。） 中空の
状態でないように、かつ、最大
径おおむね十五センチメート
ル以下に破砕し、若しくは切断
し、又は焼却設備を用いて焼却
すること。 

（ニ）ゴムくず 最大径おおむね十
五センチメートル以下に破砕
し、若しくは切断し、又は焼却
設備を用いて焼却すること。 

（ホ）特定ばいじん又は燃え殻 大
気中に飛散しないように、水分
を添加し、固型化し、こん包す
る等必要な措置を講ずること。 

（ヘ）特定廃石綿等 大気中に飛散
しないように、固型化、薬剤に
よる安定化その他これらに準

－ 

特 26②二ホ 雨水その他の水が浸
入した場合に溶出する事故由来
放射性物質の量が少ないものと
して環境大臣が定める要件に該
当する特定廃棄物の埋立処分を
行う場合には、ロからニまでの規
定にかかわらず、次に掲げる措置
を講ずること。 

（１） 次の（イ）及び（ロ）に掲
げる特定廃棄物にあっては、あ
らかじめ、当該（イ）及び（ロ）
に定める措置を講ずること。 

（イ） 汚泥 焼却設備を用いて
焼却し、又は含水率八十五パ
ーセント以下にすること。 

（ロ） 前項第二号ハからトまで
に掲げる特定廃棄物 当該
ハからトまでに定める措置
を講ずること。 

 

ハ 腐敗し、若しくはそのおそ
れのある特定廃棄物（有機性
の汚泥を除く。）又は廃油（タ
ールピッチ類を除く。） 焼却
設備を用いて焼却すること。 

ニ 廃プラスチック類（石綿含
有特定廃棄物を除く。） 中空
の状態でないように、かつ、
最大径おおむね十五センチメ
ートル以下に破砕し、若しく
は切断し、又は焼却設備を用
いて焼却すること。 

ホ ゴムくず 最大径おおむね
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ずる措置を講じた後、耐水性の
材料で二重にこん包すること。 

（２）特定廃棄物等を貯蔵する場所に
は、あらかじめ、厚さがおおむね
五十センチメートル以上の土壌
の層を敷設するとともに、貯蔵す
る特定廃棄物等の厚さは、おおむ
ね三メートル以下とし、かつ、環
境大臣が定めるところにより、一
層ごとに、その表面に不透水性土
壌層を設けること。 

 

十五センチメートル以下に破
砕し、若しくは切断し、又は
焼却設備を用いて焼却するこ
と。 

ヘ 特定ばいじん又は燃え殻 
大気中に飛散しないように、
水分を添加し、固型化し、こ
ん包する等必要な措置を講ず
ること。 

ト 特定廃石綿等 大気中に飛
散しないように、固型化、薬
剤による安定化その他これら
に準ずる措置を講じた後、耐
水性の材料で二重にこん包す
ること。 

 
（２） 次の（イ）及び（ロ）に掲

げる場合には、当該（イ）及び
（ロ）に定める措置を講ずるこ
と。 

（イ） ニ（１）に掲げる場合 埋
め立てる特定廃棄物の一層
の厚さは、おおむね三メート
ル以下とし、かつ、一層ごと
に、その表面を土壌でおおむ
ね五十センチメートル覆う
こと。 

（ロ） ニ（１）及び（２）に掲
げる場合以外の場合 特定
廃棄物を埋め立てる場所に
は、あらかじめ、厚さがおお
むね五十センチメートル以
上の土壌の層を敷設すると
ともに、埋め立てる特定廃棄
物の厚さは、おおむね三メー
トル以下とし、かつ、環境大
臣が定めるところにより、一
層ごとに、その表面に不透水
性土壌層を設けること。 

－ － － － － 

特 26②三 公共の水域及び地下水
と遮断されている場所において
前項第二号イからトまでに掲げ
る特定廃棄物の埋立処分を行う
場合には、あらかじめ、当該イか
らトまでに定める措置を講ずる
こと。 

－ 

二 施設からの保有水の漏出による
公共の水域及び地下水の汚染を防
止するために必要な次に掲げる措
置を講ずること。 

二 貯蔵地からの浸出水による公共
の水域及び地下水の汚染を防止す
るために必要な次に掲げる措置を
講ずること。 

二 貯蔵地からの浸出水による公共
の水域及び地下水の汚染を防止す
るために必要な次に掲げる措置を
講ずること。 

二 施設からの保有水の漏出による
公共の水域及び地下水の汚染を防
止するために必要な次に掲げる措
置を講ずること。 

特 26②四 埋立地からの浸出液に
よる公共の水域及び地下水の汚
染を防止するために必要な次に
掲げる措置（公共の水域及び地下
水と遮断されている場所におい
て特定廃棄物の埋立処分を行う
場合にあっては、ニに掲げる措
置）を講ずること。 
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－ － 

イ 貯蔵地のうち周辺の地下水位よ
り低い部分において埋立てを行う
場合は、次に掲げる設備を設けるこ
と。 

イ 次に掲げる設備を設けること。 

－ 

特 26②四イ 次に掲げる設備（雨水
が浸入しないように必要な措置
が講じられた埋立地において特
定廃棄物を埋め立てる場合にあ
っては、（２）に掲げる設備を除
く。）を設けること。 

－ － － 

（１）除去土壌又は特定廃棄物等の保
有水及び雨水等（以下「保有水等」
という。）が貯蔵地（区画して貯
蔵を行う貯蔵地については、貯蔵
を行っている区画。（８）におい
て同じ。）から浸出することを防
止できる次のいずれかの要件を
備えた遮水工又はこれらと同等
以上の効力を有する遮水工（貯蔵
地のうち、除去土壌又は特定廃棄
物等の埋立てのための開口部及
び（６）に規定する保有水等集排
水設備が設けられた場所を除
く。）ただし、遮水層が敷設され
る地盤（以下「基礎地盤」という。）
のうち、そのこう配が五十パーセ
ント以上であって、かつ、その高
さが保有水等の水位が達するお
それがある高さを超える部分に
ついては、当該基礎地盤に吹き付
けられたモルタルの表面に、保有
水等の浸出を防止するために必
要な遮水の効力、強度及び耐久力
を有する遮水シート（以下「遮水
シート」という。）若しくはゴム
アスファルト又はこれらと同等
以上の遮水の効力、強度及び耐久
力を有する物を遮水層として敷
設した場合においては、この限り
でない。 

（イ） 厚さが五十センチメートル以
上であり、かつ、透水係数が毎秒
十ナノメートル以下である粘土
その他の材料の層の表面に遮水
シートが敷設されていること。 

（ロ） 厚さが五センチメートル以上
であり、かつ、透水係数が毎秒一
ナノメートル以下であるアスフ
ァルト・コンクリートの層の表面
に遮水シートが敷設されている
こと。 

（ハ） 不織布その他の物（二重の遮
水シートが基礎地盤と接するこ
とによる損傷を防止することが
できるものに限る。）の表面に二
重の遮水シート（当該遮水シート
の間に、埋立処分に用いる車両の
走行又は作業による衝撃その他
の負荷により双方の遮水シート
が同時に損傷することを防止す
ることができる十分な厚さ及び

－ 

（１）特定廃棄物の保有水及び雨水
等（以下「保有水等」という。）
が埋立地（区画して埋立処分を
行う埋立地については、埋立処
分を行っている区画。（４）に
おいて同じ。）から浸出するこ
とを防止できる遮水工（埋立地
のうち、特定廃棄物の投入のた
めの開口部及び（２）に規定す
る保有水等集排水設備が設け
られた場所を除く。） 

※廃１五  埋立地（内部仕切設備
により区画して埋立処分を行
う埋立地については、埋立処分
を行っている区画。以下この
号、次号及び次項第十二号にお
いて同じ。）からの浸出液によ
る公共の水域及び地下水の汚
染を防止するための次に掲げ
る措置が講じられていること。
ただし、公共の水域及び地下水
の汚染を防止するために必要
な措置を講じた一般廃棄物の
みを埋め立てる埋立地につい
ては、この限りでない。 

イ 埋立地（地下の全面に厚さが五
メートル以上であり、かつ、透
水係数が毎秒百ナノメートル
（岩盤にあっては、ルジオン値
が一）以下である地層又はこれ
と同等以上の遮水の効力を有
する地層（以下「不透水性地層」
という。）があるものを除く。
以下イにおいて同じ。）には、
一般廃棄物の投入のための開
口部及びニに規定する保有水
等集排水設備の部分を除き、一
般廃棄物の保有水及び雨水等
（以下「保有水等」という。）
の埋立地からの浸出を防止す
るため、次の要件を備えた遮水
工又はこれと同等以上の遮水
の効力を有する遮水工を設け
ること。ただし、埋立地の内部
の側面又は底面のうち、その表
面に不透水性地層がある部分
については、この限りでない。 

（１） 次のいずれかの要件を備え
た遮水層又はこれらと同等以
上の効力を有する遮水層を有
すること。ただし、遮水層が敷
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強度を有する不織布その他の物
が設けられているものに限る。）
が敷設されていること。 

（２） 基礎地盤は、埋め立てる特定
廃棄物等の荷重その他予想され
る負荷による遮水層の損傷を防
止するために必要な強度を有し、
かつ、遮水層の損傷を防止するこ
とができる平らな状態であるこ
と。 

（３） 遮水層の表面を、日射による
その劣化を防止するために必要
な遮光の効力を有する不織布又
はこれと同等以上の遮光の効力
及び耐久力を有する物で覆うこ
と。ただし、日射による遮水層の
劣化のおそれがあると認められ
ない場合には、この限りでない。 

設される地盤（以下「基礎地盤」
という。）のうち、そのこう配
が五十パーセント以上であつ
て、かつ、その高さが保有水等
の水位が達するおそれがある
高さを超える部分については、
当該基礎地盤に吹き付けられ
たモルタルの表面に、保有水等
の浸出を防止するために必要
な遮水の効力、強度及び耐久力
を有する遮水シート（以下「遮
水シート」という。）若しくは
ゴムアスファルト又はこれら
と同等以上の遮水の効力、強度
及び耐久力を有する物を遮水
層として敷設した場合におい
ては、この限りでない。 

（イ） 厚さが五十センチメートル
以上であり、かつ、透水係数が
毎秒十ナノメートル以下であ
る粘土その他の材料の層の表
面に遮水シートが敷設されて
いること。 

（ロ） 厚さが五センチメートル以
上であり、かつ、透水係数が毎
秒一ナノメートル以下である
アスファルト・コンクリートの
層の表面に遮水シートが敷設
されていること。 

（ハ） 不織布その他の物（二重の
遮水シートが基礎地盤と接す
ることによる損傷を防止する
ことができるものに限る。）の
表面に二重の遮水シート（当該
遮水シートの間に、埋立処分に
用いる車両の走行又は作業に
よる衝撃その他の負荷により
双方の遮水シートが同時に損
傷することを防止することが
できる十分な厚さ及び強度を
有する不織布その他の物が設
けられているものに限る。）が
敷設されていること。 

（２） 基礎地盤は、埋め立てる一
般廃棄物の荷重その他予想さ
れる負荷による遮水層の損傷
を防止するために必要な強度
を有し、かつ、遮水層の損傷を
防止することができる平らな
状態であること。 

（３） 遮水層の表面を、日射によ
るその劣化を防止するために
必要な遮光の効力を有する不
織布又はこれと同等以上の遮
光の効力及び耐久力を有する
物で覆うこと。ただし、日射に
よる遮水層の劣化のおそれが
あると認められない場合には、
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この限りでない。 

－ － － 

（４）地下水により遮水工が損傷する
おそれがある場合には、地下水を
有効に集め、排出することができ
る堅固で耐久力を有する管渠そ
の他の集排水設備（以下、「地下
水集排水設備」という。） 

－ 

※廃 1①五ハ 地下水により遮水工
が損傷するおそれがある場合に
は、地下水を有効に集め、排出す
ることができる堅固で耐久力を
有する管渠その他の集排水設備
（以下「地下水集排水設備」とい
う。）を設けること。 

－ － 

（１）貯蔵地内の水を集めることがで
きる堅固で耐久力を有する構造
の管渠、排水層その他の集排水設
備（以下「集排水設備」という。） 

（５）保有水等を有効に集めることが
できる堅固で耐久力を有する構
造の管渠、排水層その他の集排水
設備（以下「保有水等集排水設備」
という。） 

－ 

（２）保有水等を有効に集めること
ができる堅固で耐久力を有す
る構造の管渠その他の集排水
設備（以下「保有水等集排水設
備」という。） 

－ － 

（２）集排水設備等により集められた
除去土壌の保有水及び雨水等（以
下「保有水等」という。）に係る
放流水の水質を適正に維持する
ことができる水処理設備 

（６）保有水等集排水設備等により集
められた保有水等に係る放流水
の水質を適正に維持することが
できる水処理設備 

－ 

（３）保有水等集排水設備により集
められた保有水等に係る放流
水の水質を適正に維持するこ
とができる浸出液処理設備 

－  

（３）水処理設備に流入する水量及び
水質を調整することができる耐
水構造の調整池 

（７）水処理設備に流入する水量及び
水質を調整することができる耐
水構造の調整池 

－ 

※廃 1①五ホ 保有水等集排水設備
により集められ、ヘに規定する浸
出液処理設備に流入する保有水
等の水量及び水質を調整するこ
とができる耐水構造の調整池を
設けること。ただし、水面埋立処
分を行う最終処分場又はヘただ
し書に規定する最終処分場にあ
つては、この限りでない。 

－ － 

（４）地表水が貯蔵地の開口部から貯
蔵地へ流入するのを防止するこ
とができる開渠その他の設備 

（８）地表水が貯蔵地の開口部から貯
蔵地へ流入するのを防止するこ
とができる開渠その他の設備 

－ 

（４）地表水が埋立地の開口部から
埋立地へ流入するのを防止す
ることができる開渠その他の
設備 

－ 

イ 除去土壌及び特定廃棄物等の分
別等の作業に伴い生ずる汚水によ
る公共の水域及び地下水の汚染を
防止するため、施設は汚水が漏れ出
し、及び地下に浸透しない構造のも
のであること。 

－ － 

イ 特定廃棄物の貯蔵に伴い生ずる
汚水による公共の水域及び地下水
の汚染を防止するため、施設は汚水
が漏れ出し、及び地下に浸透しない
構造のものであること。 

特 15 三 指定廃棄物の保管に伴い
生ずる汚水による公共の水域及
び地下水の汚染を防止するため、
保管の場所の底面を遮水シート
で覆う等必要な措置を講ずるこ
と。 

－ － 

ロ 水処理施設から放流を行う場合
は、放流水の水質の維持を、次のと
おり行うこと。 

（１）放流水の水質を別表第四の上欄
に掲げる項目ごとに同表の下欄
に掲げる基準及びダイオキシン
類対策特別措置法施行規則 （平
成十一年総理府令第六十七号）別
表第二の下欄に定めるダイオキ
シン類の許容限度に適合させる
こと。 

（２）排水口において放流水中の事故

ロ 放流水の水質の維持を、次のとお
り行うこと。 

（１）放流水の水質を別表第四の上欄
に掲げる項目ごとに同表の下欄
に掲げる基準及びダイオキシン
類対策特別措置法施行規則 （平
成十一年総理府令第六十七号）別
表第二の下欄に定めるダイオキ
シン類の許容限度に適合させる
こと。 

（２）排水口において放流水中の事故
由来放射性物質の濃度を監視す

－ 

特 26②四ロ 放流水の水質の維持
を、次のとおり行うこと。 

（１）放流水の水質を別表第四の上
欄に掲げる項目ごとに同表の
下欄に掲げる基準及びダイオ
キシン類対策特別措置法施行
規則 （平成十一年総理府令第
六十七号）別表第二の下欄に定
めるダイオキシン類の許容限
度に適合させること。 

（２）排水口において放流水中の事
故由来放射性物質の濃度を監
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由来放射性物質の濃度を監視す
ることにより、貯蔵施設の周辺の
公共の水域の水中の別表第二の
第一欄に掲げるそれぞれの事故
由来放射性物質の三月間の平均
濃度のその事故由来放射性物質
についての第三欄に掲げる濃度
に対する割合の和が一を超えな
いようにすること。 

ることにより、貯蔵施設の周辺の
公共の水域の水中の別表第二の
第一欄に掲げるそれぞれの事故
由来放射性物質の三月間の平均
濃度のその事故由来放射性物質
についての第三欄に掲げる濃度
に対する割合の和が一を超えな
いようにすること。 

視することにより、最終処分場
の周辺の公共の水域の水中の
別表第二の第一欄に掲げるそ
れぞれの事故由来放射性物質
の三月間の平均濃度のその事
故由来放射性物質についての
第三欄に掲げる濃度に対する
割合の和が一を超えないよう
にすること。 

－ － 

ハ 水処理施設から放流を行う場合
は、放流水の水質検査を次により行
うこと。 

（１）別表第四の上欄に掲げる項目
（（３）に規定する項目を除く。）
及びダイオキシン類について環
境大臣が定める方法により一年
に一回以上測定し、かつ、記録す
ること。 

（２）事故由来放射性物質について環
境大臣が定める方法により放流
の都度測定し、かつ、記録するこ
と。 

（３）水素イオン濃度、生物化学的酸
素要求量、化学的酸素要求量、浮
遊物質量及び窒素含有量（別表第
四の備考４に規定する場合に限
る。）について、環境大臣が定め
る方法により一月に一回（埋め立
てる除去土壌の種類及び保有水
等の水質に照らして公共の水域
及び地下水の汚染が生ずるおそ
れがないことが明らかな項目に
ついては、一年に一回）以上測定
し、かつ、記録すること。 

ハ 放流水の水質検査を次により行
うこと。 

（１）別表第四の上欄に掲げる項目
（（３）に規定する項目を除く。）
及びダイオキシン類について環
境大臣が定める方法により一年
に一回以上測定し、かつ、記録す
ること。 

（２）事故由来放射性物質について環
境大臣が定める方法により放流
の都度測定し、かつ、記録するこ
と。 

（３）水素イオン濃度、生物化学的酸
素要求量、化学的酸素要求量、浮
遊物質量及び窒素含有量（別表第
四の備考４に規定する場合に限
る。）について、環境大臣が定め
る方法により一月に一回（埋め立
てる除去土壌又は特定廃棄物等
の種類及び保有水等の水質に照
らして公共の水域及び地下水の
汚染が生ずるおそれがないこと
が明らかな項目については、一年
に一回）以上測定し、かつ、記録
すること。 

－ 

特 26②四ハ 放流水の水質検査を
次により行うこと。 

（１）別表第四の上欄に掲げる項目
（（３）に規定する項目を除
く。）及びダイオキシン類につ
いて環境大臣が定める方法に
より一年に一回以上測定し、か
つ、記録すること。 

（２）事故由来放射性物質について
環境大臣が定める方法により
一月に一回以上測定し、かつ、
記録すること。 

（３）水素イオン濃度、生物化学的
酸素要求量、化学的酸素要求
量、浮遊物質量及び窒素含有量
（別表第四の備考４に規定す
る場合に限る。）について、環
境大臣が定める方法により一
月に一回（埋め立てる特定廃棄
物の種類及び保有水等の水質
に照らして公共の水域及び地
下水の汚染が生ずるおそれが
ないことが明らかな項目につ
いては、一年に一回）以上測定
し、かつ、記録すること。 

－ 

ロ 施設からの浸出水による施設の
周縁の地下水の水質への影響の有
無を判断することができる二以上
の場所から採取された地下水の水
質検査を次により行うこと。 

（１）受入れ又は分別開始前に別表第
三の上欄に掲げる項目（以下「地
下水検査項目」という。）、ダイオ
キシン類、事故由来放射性物質、
電気伝導率及び塩化物イオンに
ついて、環境大臣が定める方法に
より測定し、かつ、記録すること。
ただし、施設の周縁の地下水の汚
染の有無の指標として電気伝導
率及び塩化物イオンの濃度を用
いることが適当でない施設にあ
っては、電気伝導率及び塩化物イ
オンについては、この限りでな
い。 

（２）受入れ又は分別開始後、次の
（イ）から（ハ）までに掲げる項
目について、（１）の環境大臣が
定める方法により当該（イ）から

－ 

ニ 貯蔵地からの浸出水による貯蔵
施設の周縁の地下水の水質への影
響の有無を判断することができる
二以上の場所から採取され、又は地
下水集排水設備（地下水を有効に集
め、排出することができる堅固で耐
久力を有する管渠その他の集排水
設備をいう。以下同じ。）により排
出された地下水の水質検査を次に
より行うこと。 

（１）貯蔵開始前に別表第三の上欄に
掲げる項目（以下「地下水検査項
目」という。）、ダイオキシン類、
事故由来放射性物質、電気伝導率
及び塩化物イオンについて、環境
大臣が定める方法により測定し、
かつ、記録すること。ただし、貯
蔵施設の周縁の地下水の汚染の
有無の指標として電気伝導率及
び塩化物イオンの濃度を用いる
ことが適当でない貯蔵施設にあ
っては、電気伝導率及び塩化物イ
オンについては、この限りでな

ロ 貯蔵施設からの浸出水による貯
蔵施設の周縁の地下水の水質への
影響の有無を判断することができ
る二以上の場所から採取された地
下水の水質検査を次により行うこ
と。 

（１）貯蔵開始前に別表第三の上欄に
掲げる項目（以下「地下水検査項
目」という。）、ダイオキシン類、
事故由来放射性物質、電気伝導率
及び塩化物イオンについて、環境
大臣が定める方法により測定し、
かつ、記録すること。ただし、貯
蔵施設の周縁の地下水の汚染の
有無の指標として電気伝導率及
び塩化物イオンの濃度を用いる
ことが適当でない貯蔵施設にあ
っては、電気伝導率及び塩化物イ
オンについては、この限りでな
い。 

（２）貯蔵開始後、次の（イ）から（ハ）
までに掲げる項目について、（１）
の環境大臣が定める方法により

特 26②四ニ 前項第三号イからハ
までに掲げる措置を講ずること。 

特 26①三イ 埋立地からの浸出液
による最終処分場の周縁の地下
水の水質への影響の有無を判断
することができる二以上の場所
から採取され、又は地下水集排水
設備（地下水を有効に集め、排出
することができる堅固で耐久力
を有する管渠その他の集排水設
備をいう。以下同じ。）により排
出された地下水の水質検査を次
により行うこと。 

（１）埋立処分開始前に別表第三の
上欄に掲げる項目（以下「地下
水検査項目」という。）、ダイオ
キシン類、事故由来放射性物
質、電気伝導率及び塩化物イオ
ンについて、環境大臣が定める
方法により測定し、かつ、記録
すること。ただし、最終処分場
の周縁の地下水の汚染の有無
の指標として電気伝導率及び



14 

中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

（ハ）までに定める頻度で測定
し、かつ、記録すること。 

（イ）地下水検査項目 一年に一回
（（１）ただし書に規定する施
設にあっては、六月に一回）以
上 

（ロ）ダイオキシン類 一年に一回
以上 

（ハ）事故由来放射性物質 一月に
一回以上 

（３）受入れ又は分別開始後、電気伝
導率又は塩化物イオンについて、
（１）の環境大臣が定める方法に
より一月に一回以上測定し、か
つ、記録すること。ただし、（１）
ただし書に規定する施設にあっ
ては、この限りでない。 

（４）（３）の規定により測定した電
気伝導率又は塩化物イオンの濃
度に異状が認められた場合には、
速やかに、地下水検査項目及びダ
イオキシン類について、（１）の
環境大臣が定める方法により測
定し、かつ、記録すること。 

 

い。 
（２）貯蔵開始後、次の（イ）から（ハ）

までに掲げる項目について、（１）
の環境大臣が定める方法により
当該（イ）から（ハ）までに定め
る頻度で測定し、かつ、記録する
こと。 

（イ）地下水検査項目 一年に一回
（（１）ただし書に規定する貯
蔵施設にあっては、六月に一
回）以上 

（ロ）ダイオキシン類 一年に一回
以上 

（ハ）事故由来放射性物質 一月に
一回以上 

（３）貯蔵開始後、電気伝導率又は塩
化物イオンについて、（１）の環
境大臣が定める方法により一月
に一回以上測定し、かつ、記録す
ること。ただし、（１）ただし書
に規定する貯蔵施設にあっては、
この限りでない。 

（４）（３）の規定により測定した電
気伝導率又は塩化物イオンの濃
度に異状が認められた場合には、
速やかに、地下水検査項目及びダ
イオキシン類について、（１）の
環境大臣が定める方法により測
定し、かつ、記録すること。 

（５）地下水集排水設備から排出され
る地下水の事故由来放射性物質
の放射能濃度を常時監視し、か
つ、記録すること。 

当該（イ）から（ハ）までに定め
る頻度で測定し、かつ、記録する
こと。 

（イ）地下水検査項目 一年に一回
（（１）ただし書に規定する貯
蔵施設にあっては、六月に一
回）以上 

（ロ）ダイオキシン類 一年に一回
以上 

（ハ）事故由来放射性物質 一月に
一回以上 

（３）貯蔵開始後、電気伝導率又は塩
化物イオンについて、（１）の環
境大臣が定める方法により一月
に一回以上測定し、かつ、記録す
ること。ただし、（１）ただし書
に規定する貯蔵施設にあっては、
この限りでない。 

（４）（３）の規定により測定した電
気伝導率又は塩化物イオンの濃
度に異状が認められた場合には、
速やかに、地下水検査項目及びダ
イオキシン類について、（１）の
環境大臣が定める方法により測
定し、かつ、記録すること。 

 

塩化物イオンの濃度を用いる
ことが適当でない最終処分場
にあっては、電気伝導率及び塩
化物イオンについては、この限
りでない。 

（２）埋立処分開始後、次の（イ）
から（ハ）までに掲げる項目に
ついて、（１）の環境大臣が定
める方法により当該（イ）から
（ハ）までに定める頻度で測定
し、かつ、記録すること。ただ
し、（イ）及び（ロ）に掲げる
項目のうち、埋め立てる特定廃
棄物の種類その他の事情に照
らして最終処分場の周縁の地
下水の汚染が生ずるおそれが
ないことが明らかな項目につ
いては、この限りでない。 

（イ）地下水検査項目 一年に一
回（（１）ただし書に規定す
る最終処分場にあっては、六
月に一回）以上 

（ロ）ダイオキシン類 一年に一
回以上 

（ハ）事故由来放射性物質 一月
に一回以上 

（３）埋立処分開始後、電気伝導率
又は塩化物イオンについて、
（１）の環境大臣が定める方法
により一月に一回以上測定し、
かつ、記録すること。ただし、
（１）ただし書に規定する最終
処分場にあっては、この限りで
ない。 

（４）（３）の規定により測定した
電気伝導率又は塩化物イオン
の濃度に異状が認められた場
合には、速やかに、地下水検査
項目及びダイオキシン類につ
いて、（１）の環境大臣が定め
る方法により測定し、かつ、記
録すること。 

－ － 

ニ 浸出水による貯蔵施設の周縁の
地下水の水質への影響の有無を
判断することができる二以上の
場所から採取された地下水の水
質検査を次により行うこと。 

（１）貯蔵開始前に地下水検査項目及
び事故由来放射性物質について
環境大臣が定める方法により測
定し、かつ、記録すること。 

（２）貯蔵開始後、次の（イ）及び（ロ）
に掲げる項目について、（１）の
環境大臣が定める方法により当
該（イ）及び（ロ）に定める頻度
で測定し、かつ、記録すること。
ただし、（イ）に掲げる項目のう

－ － 

特 26④二イ 浸透水による最終処
分場の周縁の地下水の水質への
影響の有無を判断することがで
きる二以上の場所から採取され
た地下水の水質検査を次により
行うこと。 

（１） 埋立処分開始前に地下水検
査項目及び事故由来放射性物
質について環境大臣が定める
方法により測定し、かつ、記録
すること。 

（２） 埋立処分開始後、次の（イ）
及び（ロ）に掲げる項目につい
て、（１）の環境大臣が定める
方法により当該（イ）及び（ロ）
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

ち、浸出水の水質等に照らして当
該貯蔵施設の周縁の地下水の汚
染が生ずるおそれがないことが
明らかなものについては、この限
りでない。 

（イ）地下水検査項目 一年に一回以
上 

（ロ）事故由来放射性物質 一月に一
回以上 

ホ ニの規定による水質検査の結果、
水質の悪化（その原因が当該貯蔵
施設以外にあることが明らかで
あるものを除く。）が認められる
場合には、その原因の調査その他
の生活環境の保全上必要な措置
を講ずること。 

ヘ 水質検査に用いる浸出水を貯蔵
地から採取することができる設
備により採取された浸出水の水
質検査を、次の（１）から（３）
までに掲げる項目について、環境
大臣が定める方法により当該
（１）から（３）までに定める頻
度で行い、かつ、記録すること。 

（１）地下水検査項目 一年に一回以
上 

（２）事故由来放射性物質 一月に一
回以上 

（３）生物化学的酸素要求量又は化学
的酸素要求量 一月に一回（埋立
てが終了した埋立地においては、
三月に一回）以上 

に定める頻度で測定し、かつ、
記録すること。ただし、（イ）
に掲げる項目のうち、浸透水の
水質等に照らして当該最終処
分場の周縁の地下水の汚染が
生ずるおそれがないことが明
らかなものについては、この限
りでない。 

（イ） 地下水検査項目 一年に
一回以上 

（ロ） 事故由来放射性物質 一
月に一回以上 

ロ イの規定による水質検査の結
果、水質の悪化（その原因が当該
最終処分場以外にあることが明
らかであるものを除く。）が認め
られる場合には、その原因の調査
その他の生活環境の保全上必要
な措置を講ずること。 

ハ 水質検査に用いる浸透水を埋
立地から採取することができる
設備により採取された浸透水の
水質検査を、次の（１）から（３）
までに掲げる項目について、環境
大臣が定める方法により当該
（１）から（３）までに定める頻
度で行い、かつ、記録すること。 

（１） 地下水検査項目 一年に一
回以上 

（２） 事故由来放射性物質 一月
に一回以上 

（３） 生物化学的酸素要求量又は
化学的酸素要求量 一月に一
回（埋立てが終了した埋立地に
おいては、三月に一回）以上 

－ － － 

ホ ニ（１）、（２）又は（４）の規定
による地下水検査項目、ダイオキシ
ン類及び事故由来放射性物質に係
る水質検査の結果、水質の悪化（そ
の原因が当該施設以外にあること
が明らかであるものを除く。）が認
められた場合には、その原因の調査
その他の生活環境の保全上必要な
措置を講ずること。 

－ 

特 26①三ロ イ（１）、（２）又は（４）
の規定による地下水検査項目、ダ
イオキシン類及び事故由来放射
性物質に係る水質検査の結果、水
質の悪化（その原因が当該最終処
分場以外にあることが明らかで
あるものを除く。）が認められた
場合には、その原因の調査その他
の生活環境の保全上必要な措置
を講ずること。 

－ － 

ト 次に掲げる場合には、速やかに貯
蔵地への除去土壌の搬入の中止、そ
の原因の調査その他の生活環境の
保全上必要な措置を講ずること。 

（１）地下水検査項目に係る水質検査
の結果、当該浸出水が地下水検査
項目のいずれかについて当該地
下水検査項目に係る別表第三下
欄に掲げる基準に適合していな
いとき。 

（２）事故由来放射性物質に係る水質
検査の結果、水質の悪化（その原

－ － 

特 26④二ニ 次に掲げる場合には、
速やかに最終処分場への基準適
合特定廃棄物の搬入及び埋立処
分の中止、その原因の調査その他
の生活環境の保全上必要な措置
を講ずること。 

（１）地下水検査項目に係る水質検
査の結果、当該浸透水が地下水
検査項目のいずれかについて
当該地下水検査項目に係る別
表第三下欄に掲げる基準に適
合していないとき。 
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

因が当該貯蔵施設以外にあるこ
とが明らかであるものを除く。）
が認められるとき。 

（３）生物化学的酸素要求量又は化学
的酸素要求量に係る水質検査の
結果、当該浸出水の生物化学的酸
素要求量が一リットルにつき二
十ミリグラムを超えているとき、
又は当該浸出水の化学的酸素要
求量が一リットルにつき四十ミ
リグラムを超えているとき。 

（２）事故由来放射性物質に係る水
質検査の結果、水質の悪化（そ
の原因が当該最終処分場以外
にあることが明らかであるも
のを除く。）が認められるとき。 

（３）生物化学的酸素要求量又は化
学的酸素要求量に係る水質検
査の結果、当該浸透水の生物化
学的酸素要求量が一リットル
につき二十ミリグラムを超え
ているとき、又は当該浸透水の
化学的酸素要求量が一リット
ルにつき四十ミリグラムを超
えているとき。 

二 施設の設置のための土地の造
成、森林の伐採等により、土砂の
流出又は崩壊、水害の発生、その
他の災害の発生が生じないため
の措置が講じられていること。 

 

   

（参照規則等無し） 

－ － チ その他必要な措置 ヘ その他必要な措置 ハ その他必要な措置 特 26①三ハ その他必要な措置 

三 次に掲げる事項の記録及び貯
蔵物を貯蔵した区画等を示す図
面を作成し、当該施設の廃止まで
の間、保存すること。 
イ 貯蔵された貯蔵物の種類、数
量、発生地域、放射能濃度、有
害物の有無、貯蔵を行った区画
及び年月日に関する情報 

ロ 中間貯蔵施設において実施
した除去土壌及び特定廃棄物
等の処理の内容、数量及び処理
を行った年月日に関する情報 

－ － － － 

特 26②五 次に掲げる事項の記録
及び特定廃棄物を埋め立てた位
置を示す図面（第二十三条第一項
第五号イからハまでに掲げる特
定廃棄物を埋め立てた場合にあ
ってはその位置を示す図面を含
む。）を作成し、当該最終処分場
の廃止までの間、保存すること。 
イ 埋め立てられた特定廃棄物
の種類（当該特定廃棄物に第二
十三条第一項第五号イからハ
までに掲げる特定廃棄物が含
まれる場合は、その旨を含む。）
及び数量 

ロ 埋め立てられた特定廃棄物
ごとの埋立処分を行った年月
日 

ハ 中間貯蔵施設で受け入れた
除去土壌及び特定廃棄物等に
係る数量、発生地域、放射線、
有害物及び受け入れを行った
年月日に関する情報 

ニ 中間貯蔵施設で受け入れた
除去土壌及び特定廃棄物等に
係る当該除去土壌及び特定廃
棄物等を引き渡した担当者及
び当該除去土壌及び特定廃棄
物等の引渡しを受けた担当者
の氏名 

    

ハ 引渡しを受けた特定廃棄物
に係る当該特定廃棄物を引き
渡した担当者及び当該特定廃
棄物の引渡しを受けた担当者
の氏名並びに運搬車を用いて
当該引渡しに係る運搬が行わ
れた場合にあっては当該運搬
車の自動車登録番号又は車両
番号 

 

ホ 土壌貯蔵施設と地山との境
界に係る情報 

    
（参照規則等無し） 

ヘ 当該貯蔵の用に供する施設
の維持管理に当たって行った
測定、点検、検査その他の措置 

    

ニ 最終処分場の維持管理に当た
って行った測定、点検、検査その
他の措置（第一号の規定によりそ
の例によることとされる前項第
四号の規定による測定、前号ハの
規定による水質検査及び同号ニ
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

の規定による措置（同項第三号イ
及びロに係るものに限る。）を含
む。） 

－ － 

三 一日の埋立作業を終了する場合
には、放射線障害防止のため、除去
土壌の表面を土壌で覆う等必要な
措置を講ずること。 

三 一日の埋立作業を終了する場合
には、次によること。 
イ 放射線障害防止のため、除去土
壌又は特定廃棄物等の表面を土
壌で覆う等必要な措置を講ずる
こと。 

ロ 第１号リ（２）に規定する措置
を講ずる場合には、除去土壌又は
特定廃棄物等の表面に不透水性
土壌層を設けるまでの間、当該除
去土壌又は特定廃棄物等に雨水
が浸入しないように、その表面を
遮水シートで覆う等必要な措置
を講ずること。 

－ 

特 26②六 一日の埋立作業を終了
する場合には、次によること。 
イ 放射線障害防止のため、特定
廃棄物の表面を土壌で覆う等
必要な措置を講ずること。 

ロ 第二号ニ本文又は同号ホ
（２）に規定する措置を講ずる
場合には、特定廃棄物の表面に
不透水性土壌層を設けるまで
の間、当該特定廃棄物に雨水が
浸入しないように、その表面を
遮水シートで覆う等必要な措
置を講ずること。 

 
特 29①三ハ ばいじん（特定一般
廃棄物であるものに限る。）の埋
立処分を行う場合には、当該ばい
じんに雨水が浸入しないように
必要な措置を講ずること。 

特 31①三ハ ばいじん（特定産業
廃棄物であるものに限り、公共下
水道又は流域下水道に係る終末
処理場に係る流動床式焼却設備
から生じたものを除く。）の埋立
処分を行う場合には、第二十九条
第三号ハの規定の例によること。 

－ － 

四 除去土壌の埋立てを終了する場
合（貯蔵地を区画して埋立てを行う
場合には、当該区画に係る埋立ての
終了を含む。）には、厚さがおおむ
ね五十センチメートル以上の土壌
による覆いその他これに類する覆
いにより開口部を閉鎖することそ
の他の環境大臣が定める措置を講
ずること。 

四 除去土壌又は特定廃棄物等の埋
立てを終了する場合（貯蔵地を区画
して埋立てを行う場合には、当該区
画に係る埋立ての終了を含む。）に
は、次によること。 
イ 厚さがおおむね五十センチメ
ートル以上の土壌による覆いそ
の他これに類する覆いにより開
口部を閉鎖することその他の環
境大臣が定める措置を講ずるこ
と。 

ロ 第１号リ（２）に規定する措置
を講じた場合にあっては、イ本文
に規定する覆いに雨水を有効に
排水できる勾配を付する等雨水
が浸入することによる当該不浸
透性土壌層の流出を防止するた
めに必要な措置を講ずること。 

－ 

特 26②七 埋立処分を終了する場
合（埋立地を区画して埋立処分
を行う場合には、当該区画に係
る埋立処分の終了を含む。）に
は、次によること。 
イ 厚さがおおむね五十センチ
メートル以上の土壌による覆
いその他これに類する覆いに
より開口部を閉鎖することそ
の他の環境大臣が定める措置
を講ずること。ただし、公共の
水域及び地下水と遮断されて
いる場所にあっては、環境大臣
が定める要件を備えた覆いに
より閉鎖することその他の環
境大臣が定める措置を講ずる
こと。 

ロ 第二号ニ本文又は同号ホ
（２）に規定する措置を講じた
場合にあっては、イ本文に規定
する覆いに雨水を有効に排水
できる勾配を付する等雨水が
浸入することによる当該不浸
透性土壌層の流出を防止する
ために必要な措置を講ずるこ
と。 
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

四 中間貯蔵施設の敷地の境界及
びその周辺において、放射線の量
の常時監視を行い、かつ、記録す
ること。 

五 中間貯蔵施設の敷地の境界及
びその周辺において、大気中の事
故由来放射性物質の濃度の常時
監視を行い、かつ、記録すること。 

三 施設の周囲において、放射線の量
を放射性物質汚染対処特別措置法
施行規則（以下「施行規則」という。）
第十五条第十一号の環境大臣が定
める方法により七日に一回以上測
定し、かつ、記録すること。 

五 施設の周囲において、放射線の量
を施行規則第十五条第十一号の環
境大臣が定める方法により七日に
一回（埋立てが終了した貯蔵施設に
あっては、一月に一回）以上測定し、
かつ、記録すること。 

五 施設の周囲において、放射線の量
を施行規則第十五条第十一号の環
境大臣が定める方法により七日に
一回（埋立てが終了した貯蔵施設に
あっては、一月に一回）以上測定し、
かつ、記録すること。 

三 施設の周囲において、放射線の量
を施行規則第十五条第十一号の環
境大臣が定める方法により七日に
一回（定置が終了した貯蔵施設にあ
っては、一月に一回）以上測定し、
かつ、記録すること。 

特 26①四 最終処分場の敷地の境
界において、放射線の量を第十五
条第十一号の環境大臣が定める
方法により七日に一回（埋立処分
が終了した最終処分場にあって
は、一月に一回）以上測定し、か
つ、記録すること。 

六 中間貯蔵施設は、想定される自
然現象が発生した場合において
も安全性を損なわないものでな
ければならない。 

－ － － － 

※二構 4 廃棄物埋設施設は、地震
力に十分に耐えることができる
ものでなければならない。  

※二構 5 廃棄物埋設施設は、当該
廃棄物埋設施設に大きな影響を
及ぼすおそれがある津波に対し
て安全性が損なわれるおそれが
ないものでなければならない。  

※二構 6 廃棄物埋設施設は、想定
される自然現象（地震及び津波を
除く。）が発生した場合において
も安全性を損なわないものでな
ければならない。 

－ － 

六 通気装置を設けて貯蔵地から発
生するガスを排除すること。（た
だし，ガスを発生するおそれのな
い除去土壌のみを埋め立てる場
合を除く。） 

六 通気装置を設けて貯蔵地から発

生するガスを排除すること。（た

だし，ガスを発生するおそれのな

い除去土壌又は特定廃棄物等の

みを埋め立てる場合を除く。） 

－ 

※廃 1②十六 通気装置を設けて埋
立地から発生するガスを排除す
ること。 

七 個別の貯蔵施設の配置等を考
慮した施設全体及び個別施設に
係る防災計画を策定することに
加え、事故によって生じる公衆へ
の影響緩和及び早期の影響の収
束を図るため、適切な監視及び対
応体制の構築、並びに必要な資機
材等の確保を行うこと。 

四 火災の発生を防止するために必
要な措置を講ずるとともに、消火器
その他の消火設備を備えておくこ
と。 

七 火災の発生を防止するために必
要な措置を講ずるとともに、消火器
その他の消火設備を備えておくこ
と。 

七 火災の発生を防止するために必
要な措置を講ずるとともに、消火器
その他の消火設備を備えておくこ
と。 

四 火災の発生を防止するために必
要な措置を講ずるとともに、消火器
その他の消火設備を備えておくこ
と。 

※廃 1②三 火災の発生を防止する
ために必要な措置を講ずるとと
もに、消火器その他の消火設備を
備えておくこと。 

八 中間貯蔵施設について、統一的
な維持管理計画を策定すること。 

 

五 施設内を定期的に点検し、これら
の設備の損壊又は除去土壌及び廃
棄物の飛散及び流出並びに汚水の
漏出のおそれがあると認められる
場合には、速やかに施設への除去土
壌及び特定廃棄物等の受入れを中
止するとともに、これらの設備の損
壊又は除去土壌及び特定廃棄物等
の飛散及び流出並びに汚水の漏出
を防止するために必要な措置を講
ずること。 

八 施設内を定期的に点検し、これら
の設備の損壊又は貯蔵された除去
土壌の飛散及び流出のおそれがあ
ると認められる場合には、速やかに
これらの設備の損壊又は貯蔵され
た除去土壌の保有水の浸出を防止
するために必要な措置を講ずるこ
と。 

八 施設内を定期的に点検し、これら
の設備の損壊又は貯蔵された除去
土壌又は特定廃棄物等の飛散及び
流出並びに保有水の漏出のおそれ
があると認められる場合には、速や
かにこれらの設備の損壊又は貯蔵
された除去土壌又は特定廃棄物等
の保有水の浸出を防止するために
必要な措置を講ずること。 

五 施設内を定期的に点検し、これら
の設備の損壊又は貯蔵された特定
廃棄物の飛散及び流出並びに保有
水の漏出のおそれがあると認めら
れる場合には、速やかにこれらの設
備の損壊又は貯蔵された廃棄物の
保有水の漏出を防止するために必
要な措置を講ずること。 

※廃 2②一ハ 前項第二号ロの規定
により設けられた外周仕切設備
及び同号ハの規定により設けら
れた内部仕切設備を定期的に点
検し、これらの設備の損壊又は埋
め立てられた産業廃棄物の保有
水の浸出のおそれがあると認め
られる場合には、速やかに最終処
分場への産業廃棄物の搬入及び
埋立処分を中止するとともに、こ
れらの設備の損壊又は埋め立て
られた産業廃棄物の保有水の浸
出を防止するために必要な措置
を講ずること。 

－ 
六 施設には、ねずみが生息し、及び
蚊、はえその他の害虫が発生しない
ようにすること。 

九 貯蔵地には、ねずみが生息し、及
び蚊、はえその他の害虫が発生しな
いようにすること。 

九 貯蔵地には、ねずみが生息し、及
び蚊、はえその他の害虫が発生しな
いようにすること。 

六 施設には、ねずみが生息し、及
び蚊、はえその他の害虫が発生し
ないようにすること。 

特 26①八  埋立地には、ねずみが
生息し、及び蚊、はえその他の害
虫が発生しないようにすること。 

九 施設を設置する場合には、生活
環境の保全上支障を生ずるおそ
れのないように必要な措置を講
ずること。 

－ － － － 

特 26①九  特定廃棄物の埋立処分
のための施設を設置する場合に
は、生活環境の保全上支障を生ず
るおそれのないように必要な措
置を講ずること。  
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中間貯蔵施設全体に係る指針 受入・分別施設に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に係る指針 土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に係る指針 廃棄物貯蔵施設に係る指針 参照条文 

十 適切な輸送管理等を行うこと
により、中間貯蔵施設への搬入物
の受入れは、当該施設の受入能力
を超えないように行うこと。 

－ － － － 

※廃 12 六 施設への産業廃棄物の
投入は、当該施設の処理能力を超
えないように行うこと。 

 
 

 


